○御船町空き家・空き地バンク実施要綱
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附則
第１章　総則
（目的）
第１条　この要綱は、空き家・空き地バンク制度（以下「空き家・空き地バンク」という。）に関し必要な事項を定めることにより、本町における空き家及び空き地の有効活用による都市住民と地域住民との交流及び都市住民の移住の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　空き家　本町の区域内に存する建物であって、現に居住していないもの又は近く居住しなくなる予定のもののうち、人の居住の用に供することができるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア　賃貸又は分譲を目的として建築されたもの
イ　小屋、倉庫、物置、車庫等の附属建物のみであるもの
ウ　暴力団その他反社会的勢力が所有しているもの
（２）　空き地　現に居住の用に供する建物がない更地の宅地であって、売買及び賃貸可能な土地をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア　表題登記の地目が田又は畑であって、現況地目が宅地であるもの
イ　暴力団その他反社会的勢力が所有しているもの
（３）　物件　空き家及び空き地の総称をいう。
（４）　所有者　物件の所有権を有する者（当該物件が２以上の者の共有に属する場合にあっては、その全員）をいう。
（５）　空き家・空き地バンク制度　物件の売買及び賃貸を希望する所有者から申込みを受けた物件に係る情報を公開するとともに、空き家・空き地バンクを利用し、登録物件の見学又は登録物件の所有者等との売買若しくは賃貸借に関する交渉を希望する者（以下「利用者」という。）に対し当該情報の提供を行う仕組みをいう。
（適用上の注意）
第３条　この要綱は、空き家・空き地バンク以外による御船町内の物件の取引を規制するものではない。
第２章　物件の登録等
（物件情報の登録の要件）
第４条　空き家・空き地バンクに登録することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
（１）　物件の所有者（相続により物件の所有者となる者を含む。）
（２）　公租公課を滞納していない者
（３）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者
（４）　法第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係でない者
　（登録できる物件）
第５条　空き家・空き地バンクに登録することができる物件は、次に掲げる要件を満たすものとする。
　（１）　町内に所在する一戸建て住宅
　（２）　現に居住していない、又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地のうち、人の居住の用に供することができるもの
　（３）　個人が所有しているもの
　（４）　土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれていないもの
（物件情報の登録の申込み）
第６条　物件情報の登録を受けようとする当該物件の所有者は、御船町空き家・空き地バンク登録申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
（１）　物件の登記事項証明書又は名寄帳証明書
（２）　相続により物件の所有者となる者については、相続人であることを証する資料
（３）　未納なし証明書
（４）　物件の位置図
（５）　所有権を有する者が２以上いるときは、共有者全員の同意書又は誓約書
（物件情報の登録等）
第７条　町長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る内容を確認し、審査を行い、空き家・空き地バンク登録申込者とあらかじめ町長が指定した宅地建物取引業者（以下「指定取引業者」という。）の当該申込みに係る物件の取引に関する媒介契約を確認した上で登録の可否を決定するものとする。
２　町長は、前項の審査で空き家・空き地バンクに登録することが適当であると認めるときは、御船町空き家・空き地バンク物件情報登録決定通知書（様式第２号）により通知をするものとし、適当でないと認めるときは空き家・空き地バンク物件情報登録却下決定通知書（様式第３号）により、当該申込みをした者に結果を通知するものとする。
３　町長は、第１項により登録を決定したときは、空き家・空き地バンクに当該申込みに係る物件情報を登録するものとする。
４　町長は、第１項の規定による登録を受けていない物件で、空き家・空き地バンクに登録することが適当と認められるものについて、当該物件所有者に対して空き家・空き地バンクへの登録を勧めることができる。
（物件情報の変更等の届出等）
第８条　前条の規定により物件情報の登録の決定通知を受けた者（以下「物件情報登録者」という。）は、当該登録の決定を受けた物件情報の内容に変更が生じたときは、御船町空き家・空き地バンク物件情報登録内容変更届出書（様式第４号）を町長に提出するものとする。
２　物件情報登録者は、当該物件情報の登録の取り消しをしようとするときは、空き家・空き地バンク物件情報登録取消し申出書（様式第５号）を町長に提出するものとする。
（物件情報の登録の抹消）
第９条　町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件情報の登録を抹消し、御船町空き家・空き地バンク物件情報登録取消し通知書（様式第６号）により当該物件情報に係る物件情報登録者に通知するものとする。
（１）　契約が成立したとき。
（２）　当該物件の所有権に異動があったことが判明したとき。
（３）　前条第２項の規定による申出があったとき。
（４）　当該物件情報の登録の内容に虚偽があることが判明したとき。
（５）　この要綱の規定に違反したと認めるとき。
（物件情報の公開）
第10条　町長は、第４条の規定により登録をした物件情報のうち個人情報以外の情報について、町のホームページ等適切な方法により公開するものとする。
２　町長は、利用者から物件情報提供の依頼があったときは、物件の所在地及び担当する不動産会社情報を提供するものとする。
（物件の取引に係る交渉）
第11条　町長は、物件の取引の交渉について、一切関与しないものとする。
（報告）
第12条　町長は、利用者から物件の利用相談又は利用申込があったときは、指定取引業者に利用者情報を伝え、交渉を依頼するものとする。
２　前項の交渉により物件の契約が締結されたときは、御船町空き家・空き地バンクに関する物件の媒介等に係る交渉等報告書（様式第７号）により結果報告を求めるものとする。
（個人情報の取扱い）
第13条　物件情報登録者及び指定取引業者は、個人情報保護の趣旨に基づき、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
（１）　空き家・空き地バンクから知り得た個人情報（以下「個人情報」という。）を他に漏えいし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。
（２）　個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
（３）　個人情報を毀損し、又は滅失することのないように適正に管理すること。
（４）　保有する必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄すること。
（５）　個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生したときは、速やかに町長に報告すること。
第３章　指定取引業者の指定
（指定取引業者の指定）
第14条　空き家・空き地バンクに登録する物件に係る媒介業者となる者は、町長が指定した指定取引業者でなければなることができない。
２　前項の指定の有効期間は、指定取引業者としての指定を受けた日から４年を経過した以後における最初の３月31日までとする。
３　前項の有効期間満了に際し、引き続き指定取引業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
（指定の申請）
第15条　指定取引業者の指定を受けようとする者は、御船町空き家・空き地バンク指定取引業者指定申請書（様式第８号）により町長に申請しなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
（１）　法人にあっては、登記簿謄本、個人にあっては、代表者の住民票の写し又は外国人登録証明書
（２）　店舗の写真及び所在地略図
（３）　従業員名簿
（４）　宅地建物取引業免許の写し
（５）　専属する宅地建物取引士証の写し
（指定の基準）
第16条　町長は、前条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、指定取引業者の指定を行うものとする。
（１）　宅地建物取引業の免許を有していること。
（２）　営業所ごとに、宅地建物取引士が１名以上専属していること。
（３）　御船町内に事業所があること。
（４）　代表者及び従業員が暴力団その他反社会的勢力の構成員でないもの。
（指定の決定）
第17条　町長は、第13条による申請があったときは、前条の基準により審査を行い、指定することが適当であると認めるときは、御船町空き家・空き地バンク指定取引業者決定通知書（様式第９号）により通知をするものとし、適当でないと認めるときは御船町空き家・空き地バンク指定取引業者却下決定通知書（様式第10号）により、当該申込みをした者に結果を通知するものとする。
（指定取引業者の周知）
第18条　町長は、指定取引業者の指定をしたときは、その旨を一般に周知するものとする。
第４章　補則
（その他）
第19条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、告示の日から施行する。
附　則（令和２年３月16日告示第20号）
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則（令和４年１月25日告示第４号）
[bookmark: last]この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
　　附　則（令和７年３月31日告示第65号）
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
